
１．策定の趣旨

（１）市民ニーズとICT関連技術の現状

インターネット利用率の増加やＩＣＴの大きな変化（スマートフォンやＳＮＳの普及など）とこれに
伴う市民ニーズの高度化と多様化

第三次鹿児島市地域情報化計画は、本市の情報化の現状や国の戦略・指針等を踏まえ、各種情報化施策を計
画的及び効率的に推進することで、市民生活の利便性向上と地域の活性化を図ることを目的として、策定しま
す。

（２）第二次鹿児島市地域情報化計画の推進状況

第二次鹿児島市地域情報化計画での取り組み内容

第二次鹿児島市地域情報化計画の４つの課題（高齢者のICT利用促進、情報の双方向性の活用、発信
する情報の質、地域間格差の解消）への対応

（３）国の動向

「新たな情報通信技術戦略」（IT戦略本部）の方向性等を踏まえた地域情報化の推進

第三次鹿児島市地域情報化計画策定の考え方（案）

２．第二次鹿児島市地域情報化計画の推進状況等

 各施策の推進により世代を問わずインターネットの利用者が増加した反面、市民は「情報活用力の格差」、
「個人情報の保護」などに不安を感じています（市民意識調査の結果）。
今後、スマートフォンなど新たなICTの活用が進む中、市民一人ひとりが安心かつ安全にICTを利用する

ための対策が必要です。

 新たな情報提供、市民とのコミュニケーション手段としてFaceBookやTwitterなどのソーシャルメディア
が注目されており、今後更なる利活用に向けた検討が必要です。

 市民意識調査ではホームページの「みやすさ」、「わかりやすさ」への要望は依然多く、更なる対策が求め
られています。

４つの課題への対応状況

（１）第二次鹿児島市地域情報化計画では、平成２０年度から平成24年度の５年間で３４の施策と８８の具体
策に取り組んできました。平成24年度（予定）では進捗状況が「実施済み」、「システム構築中等」と
なっている具体策が８８件中８４件を占め、概ね順調に取り組みがなされています。

（２）また、第二次計画における４つの課題（高齢者のICT利用促進、情報の双方向性の活用、発信する情報
の質の向上、地域間格差の解消）への対応状況と平成23年度に実施した市民意識調査等から導き出され
る今後の課題は以下の通りです。

 高齢者のICT利用促進
「ICT基礎講座の実施」や「ICTメリットの広報」などの具体策を推進し、高齢者のICT利用を促進し、

高齢者のインターネット利用率が増加するなど一定の成果をあげています。
 情報の双方向性の活用

「電子メールによる「わたしの提言」」の推進や「環境未来館のTwitter」などにより、情報の双方向性
の活用を行っています。

 発信する情報の質の向上
「安心ネットワーク119の拡充」や「鹿児島市ホームページの充実」などの具体策を推進し、市民への

情報発信の充実に努めてきました。
 地域間格差の解消

「ブロードバンド整備促進支援」や「地上デジタル放送難視聴対策支援」などの具体策を通じて地域間
格差の解消に努め、一定の成果が現れています。

市民意識調査等から導き出される今後の課題

課題１ 課題２

課題３



地域情報化推進における課題の変化

３．国の動向

（１）高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本部）では、平成22年度に「新たな情報通信技術
戦略」を策定し、新たな国民主権の社会を確立することを目的として、「国民本位の電子行政の実現」、
「地域の絆の再生」、「新市場の創出と国際展開」の３つの柱を重要戦略としています。

また、IT戦略本部では東日本大震災を受け、「ＩＴ防災ライフライン推進協議会」を立ち上げ、IT防災
ライフラインの構築を推進しています。その中で、災害時の情報提供・発信手段としてSNSなどのイン
ターネットサービスを含めたさまざまなメディアの活用等を検討しています。

（２）一方総務省では、東日本大震災のような大規模災害が発生した場合でも地方自治体の重要業務を継続し
て実施するとともに、住民に対して適切かつ迅速なサービスが提供できることを目的として、平成２４
年１月に「災害に強い電子自治体に関する研究会」を立ち上げ、業務継続とサービス提供の観点から災
害発生時のICT利活用に関する検討を行っています。

⇒災害発生時等の情報提供・発信のあり方の検討や業務を継続して実施するための取り組みが必要です。

課題４ 課題５
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４．重点取組項目

第三次計画では、新たな５つの課題に対応するため、３つの重点取組項目を設定し、本市の地域情報化を
推進します。

【課題１】全世代において、情報活用
力の向上や個人情報の漏えい対策など
安心・安全なICTの利活用推進

【課題２】FaceBookやTwitterなど
SNSを活用した市民への情報発信とコ
ミュニケーション
【課題３】 「みやすい」、「わかりや
すい」ホームページの実現に向けた更
なる取組

【課題４】 ホームページ、SNSなどイ
ンターネットを通じた情報提供のあり
方検討
【課題５】災害発生時等に業務を継続
して実施するための取組

今後の課題

重点取組項目

第二次計画の課題

５．その他

（１）計画期間は平成25年度から平成２９年度までの5年間とします。

ただし、本市を取り巻く社会経済情勢やICT技術の動向、各施策の進捗状況等を踏まえて、必要に応じて
計画を見直すことがあります。

（２）第三次鹿児島市地域情報化計画は、第五次鹿児島市総合計画における基本目標と基本施策に基づき、そ
の目標達成を情報化の側面から支援するものです。

国の動向等 ②情報発信の強化と
双方向性の活用

③災害発生時等の
対応力強化

①ICTの安心・安全な
利活用の推進

高齢者のICT利用促進

情報の双方向性の活用

発信する情報の質の向上

「ＩＴ防災ライフライン推進
協議会」や「災害に強い電子
自治体に関する研究会」等の
動向
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第三次鹿児島市地域情報化計画策定事業について

１．計画の経過

２．事業の概要

現在推進中の第二次鹿児島市地域情報化計画が平成２４年度で終了となることに伴い、

国の情報化施策や最新の情報通信技術に対応した新たな情報化計画（平成２５～２９年度）を策定する。

本計画は、国の戦略や指針等を踏まえ、各種情報化施策を計画的及び効率的に推進することで、

市民生活の利便性の向上と地域の活性化を図り、上位計画である「第五次鹿児島市総合計画」に掲げた

目標の達成に向けて、これを情報化の側面から支援するものである。

３．策定体制

庁 内 体 制                  庁 外 体 制

住友セメントシステム開発株式会社

※企画提案競技により決定

鹿児島市地域情報化推進本部
本部長、副部長＝副市長

各局長、教育長、企業管理者等

幹事会
幹事長＝総務部長
各局庶務担当課長等

推進本部
ワーキンググループ

鹿児島市地域情報
化推進委員会

産学官の有識者
公募市民

意見・提言

事務局＝情報システム課

各部会
部会長＝各局長

調査・検討
（所管局）

調査・検討（全局横断的）

　現状・問題点の洗い出し

計画策定委託業者
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